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令和７年第３回朝霞市議会定例会提出議案 

 
　≪決算≫ 

　　　（単位：円・％） 
■議案第５２号　　令和６年度（２０２４年度）朝霞市一般会計歳入歳出決算認定について 

（担当：財政課） 
 

 
 
■議案第５３号　　令和６年度（２０２４年度）朝霞市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（担当：保険年金課） 
 

 
 
■議案第５４号　　令和６年度（２０２４年度）朝霞市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

（担当：長寿はつらつ課） 
 

 
 
■議案第５５号　令和６年度(２０２４年度）朝霞市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

（担当：保険年金課） 
 

 
会　計　名 区　　分

令和６年度 
（２０２４年度）

令和 5 年度 
（２０２3 年度）

増減額 増減率

 

一般会計

歳　  入 57,424,440,327 54,943,543,358 2,480,896,969 4.5

 歳　　 出 55,549,123,399 52,789,172,770 2,759,950,629 5.2

 差 引 額 1,875,316,928 2,154,370,588 △279,053,660 △ １3.０

 
会　計　名 区　　分

令和６年度 
（２０２４年度）

令和 5 年度 
（２０２3 年度）

増減額 増減率

 

国民健康保険特別会計

歳    入 10,243,823,975 10,975,490,750 △731,666,775 △ 6.7

 歳    出 10,159,146,938 10,805,046,151 △645,899,213 △ 6.0

 差 引 額 84,677,037 170,444,599 △85,767,562 △ 50.3

 
会　計　名 区　　分

令和６年度 
（２０２４年度）

令和 5 年度 
（２０２3 年度）

増減額 増減率

 

介護保険特別会計

歳    入 9,726,814,473 9,212,263,926 514,550,547 5.6

 歳    出 9,170,821,335 8,747,402,812 423,418,523 4.8

 差 引 額 555,993,138 464,861,114 91,132,024 19.6

 
会　計　名 区　　分

令和６年度 
（２０２４年度）

令和 5 年度 
（２０２3 年度）

増減額 増減率

 

後期高齢者医療 
特 別 会 計

歳　　　入 1,748,896,623 1,568,116,422 180,780,201 11.5

 歳　　　出 1,746,808,238 1,564,561,465 182,246,773 11.6

 差　引　額 2,088,385 3,554,957 △1,466,572 △41.3

資料２
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■議案第５６号　令和６年度（２０２４年度）朝霞市水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 
（担当：上下水道総務課） 

 

 
 

 
■議案第５７号　令和６年度（２０２４年度）朝霞市下水道事業会計剰余金の処分及び決算の認定について 

（担当：上下水道総務課） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
会　計　名 区　　分

令和６年度 
（２０２４年度）

令和５年度 
（２０２３年度）

増減額 増減率

 

水道事業会計

収益的収支

水 道 事 業 収 益 2,764,895,532 2,687,774,940 77,120,592 2.9

 水 道 事 業 費 2,216,357,560 2,149,972,104 66,385,456 3.1

 差   引   額 548,537,972 537,802,836 10,735,136 2.0

 

資本的収支

資 本 的 収 入 680,847,000 1,142,234,000 △461,387,000 △40.4

 資 本 的 支 出 1,941,140,146 2,002,057,421 △60,917,275 △3.0

 不   足   額 1,260,293,146 859,823,421 400,469,725 46.6

 
会　計　名 区　　分

令和６年度 
（２０２４年度）

令和５年度 
（２０２３年度）

増減額 増減率

 

下水道事業会計

収益的収支

下水道事業収益 2,100,993,843 2,078,229,019 22,764,824 1.1

 下水道事業費  1,849,926,585 1,807,358,858 42,567,727 2.4

 差   引   額 251,067,258 270,870,161 △19,802,903 △7.3

 

資本的収支

資 本 的 収 入 1,021,548,108 774,299,248 247,248,860 31.9

 資 本 的 支 出  1,384,660,369 1,090,007,409 294,652,960 27.0

 不  足   額 363,112,261 315,708,161 47,404,100 15.0
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≪補正予算≫ 
　（単位：千円） 

■議案第５８号　令和７年度（２０２５年度）朝霞市一般会計補正予算（第２号） 
（担当：財政課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
■議案第５９号　令和７年度（２０２５年度）朝霞市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

（担当：保険年金課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
■議案第６０号　令和７年度（２０２５年度）朝霞市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

（担当：長寿はつらつ課） 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

 
 
 
■議案第６１号　令和７年度（２０２５年度）朝霞市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

（担当：保険年金課）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 補正前 補正額 補正後
 52,１００，０１１ 2,679,832 ５４，７79，843

 補正前 補正額 補正後
 10,687,100 0 10,687,100

 補正前 補正額 補正後
 9,565,451 556,973 10,122,424

 補正前 補正額 補正後
 1,8４２,963 2,087 1,8４５,050
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≪条例≫ 
 
■議案第６２号　　朝霞市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例 

（担当：デジタル推進課） 
＜主な改正内容＞ 

地方公共団体情報システムの標準化に伴い、朝霞市の住民基本台帳に登録されていない方の登録・管理

を行う「住登外者宛名番号管理機能」が設けられることとなり、この機能を扱うに当たって、所要の改正を行

うもの。 
○施行日：令和７年１２月１５日 
 
 
■議案第６３号　　朝霞市税条例の一部を改正する条例 

（担当：課税課） 
＜主な改正内容＞ 

地方税法の改正に伴い、公示送達制度の公示事項について、インターネットを利用して閲覧できるように

するための規定の整備を行うほか、個人市民税では、特定親族特別控除の創設に伴い所要の改正、市たばこ

税では、紙巻たばことの税負担差を解消するため、加熱式たばこの課税方式の見直しを行うもの。 
○施行日：公示送達に係る改正　地方税法等の一部を改正する法律の施行日 
　　　　　　：個人市民税に係る改正　令和８年１月１日 
　　　　　　：市たばこ税に係る改正　令和８年４月１日 
 
 
■議案第６４号　　朝霞市重度心身障害者医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 

（担当：障害福祉課） 
＜主な改正内容＞ 

重度心身障害者医療費の助成を、精神保健福祉手帳２級所持者まで、対象を拡大することに伴い、所要の

改正を行うほか、令和６年１２月の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律の施行に伴い、被保険者証等の確認について、所要の改正を行うもの。 
○施行日：対象の拡大に係る改正　令和８年１月１日 
　　　　　　：被保険者証等の確認に係る改正　公布の日 
 
 
■議案第６５号　　朝霞市企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例 

（担当：上下水道総務課） 
＜主な改正内容＞ 

地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、所要の改正を行うもの。 
○施行日：公布の日 
 
 
■議案第６６号　　朝霞市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

（担当：水道施設課） 
＜主な改正内容＞ 

災害その他非常の場合において、他の水道事業者が指定した給水装置工事事業者による工事の施行を可

能にするために、所要の改正を行うもの。 
○施行日：公布の日 
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■議案第６７号　　朝霞市水道事業の布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資

格基準に関する条例の一部を改正する条例 
（担当：水道施設課） 

＜主な改正内容＞ 
建設業法施行令の改正に伴い、引用条項の改正を行うもの。 

○施行日：公布の日 
 
 
■議案第６８号　　朝霞市教職員等による性暴力等の防止等に関する協議会条例 

（担当：教育指導課） 
＜主な内容＞ 

令和７年１月に設置した「朝霞市教職員による体罰・性暴力等の防止等に関する基本的な指針検討会議」

を、「朝霞市教職員等による性暴力等の防止等に関する協議会」と改め、附属機関に位置づけることで本市

における教職員等の性暴力等の防止等においてより実効性の高いものとするため制定するもの。 
○施行日：公布の日 
 
 
■議案第６９号　　朝霞市乳児等通園支援事業の設備及び運営の基準に関する条例 

（担当：保育課） 
＜主な内容＞ 

児童福祉法の改正に伴い、乳児等通園支援事業を令和８年度から全国の自治体で実施することにあたり、

事業の実施に必要な設備や運営の基準に関する条例を新たに制定するもの。 
○施行日：公布の日 
 
 
≪財産の取得≫ 
 
■議案第７０号　　財産の取得について 

（担当：教育総務課） 
＜主な内容＞ 

・財産の種別：朝霞市立中学校学習者用コンピュータ等 
・概 要：学習者用タブレット型コンピュータ　 １，２１９台 

ケース一体型キーボード　　　　　　　　１，２１９台 
管理ソフトウェア　　　　　　　　　　　　　１，２１９台分 

・経　　　過：契約金額は、６，１３７万６，６５０円（税抜き）、契約方法は、随意契約で、契約の相手方は、株式

会社ライオン事務器。 
 
 

≪契約≫ 
 
■議案第７１号　　工事請負契約の締結について 

（担当：中央公民館） 
＜主な内容＞ 

・工 事 名：中央公民館・コミュニティセンター長寿命化改修工事 
・工事概要：屋上防水工事、バリアフリー化、照明のＬＥＤ化、受変電設備、空調設備の更新等を行うもの。 
・経　　　過：一般競争入札の結果、株式会社コバ建設埼玉営業所が、９億１，８６０万円（税抜き）で落札 

したので、同社と請負契約を締結するもの。


